
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

一

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ

当
該
施
設
の
保
育
従
事
者
に
つ
い
て
、
そ
の
員
数
が
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以

上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お

お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
四
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
合
計
数
の
六
割
以
上
が
保
育
士
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い

て
「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で

あ
っ
た
区
域
内
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
十
八
条

の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）又
は
看
護
師（
准
看
護
師
を
含
む
。）

の
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
有
資
格
者
」
と
い
う
。）で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
施
設
の
保
育
従
事
者
に
つ
い
て
、
そ
の
員
数
が
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以

上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お

お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
四
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
合
計
数
の
六
割
以
上
が
保
育
士
又
は
看
護
師（
准
看
護
師
を
含
む
。）の
資
格
を
有
す
る
者（
以

下
「
有
資
格
者
」
と
い
う
。）で
あ
る
こ
と
。

ロ

﹇
略
﹈

ロ

﹇
同
上
﹈

ハ

当
該
施
設
が
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
へ
の
移
行
を
し
よ
う
と
し
て
お
り
、

か
つ
、
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
保
育
の
水
準
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
施
設
が
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保

育
所
へ
の
移
行
を
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
か
つ
、
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
保
育
の
水
準
を
確
保
し
て

い
る
こ
と
。

﹇
二
・
三

略
﹈

﹇
二
・
三

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
五
号

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
内

閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
等
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂




